
松阪市産業支援センターからのお知らせ (令和 6 年 4 月 8 日)  

 

松阪市産業支援センターです。 

三重県からものづくり中小企業の技術開発を支援する「成長産業推進に向けた試作・開発支援事業補

助金」の募集が本日より開始されました。 

また、工業用ＬＰガス料金高騰対策支援金の募集も開始されます。 

今後も、国・県、関係機関等のホームページに掲載されています新しい情報をお送りさせていただき

ますので、ご参考にしていただければ幸いです。 

今後とも、松阪市産業支援センターをよろしくお願いいたします。 

----------------------------------------------------------------------- 

1.成長産業推進に向けた試作・開発支援事業補助金の募集が始まりました 

  https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300412.htm 

2.三重県工業用ＬＰガス料金高騰対策支援金の募集が始まります 

  https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300407.htm 

3.国・県等の補助金のご紹介について 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

----------------------------------------------------------------------- 

 

1.成長産業推進に向けた試作・開発支援事業補助金の募集が始まりました 

 

三重県では、県内自動車関連企業をはじめとするものづくり中小企業が、カーボンニュートラル・EV

化等に向けたさまざまな技術的な課題等に対応するため、次世代技術の先行的な開発や高付加価値

製品の開発、試作等に対して支援を行うことにより、県内ものづくり中小企業の新分野進出等を促進

することを目的とします。大学・公設試等との共同研究を含む取組については、補助上限額を引き上

げます。 

・補助対象事業 

 【単独型】 

   次世代自動車、蓄電池、カーボンリサイクル・マテリアル、新エネルギー、情報、医療・ヘル

スケア分野等、今後成長が期待される分野への事業拡大、新規参入又は業態転換を目的として行う試

作・開発(製品化を含む。)の事業 

 【共同研究型】 

   単独型の技術開発であって、公的研究機関や高等教育機関(大学・高等専門学校等)との共同研

究を含む事業 

・補助事業期間 

  補助金の交付決定日から、最長で令和 7 年 3月 14 日まで 

・補助額(補助率及び補助上限額) 

  補助率は補助対象経費の 1/2以内 

  補助上限額は 【単独型】250万円以内、【共同研究型】500万円以内 

・補助対象者 

  三重県内に本社または事業所等を有し、かつ三重県内に本補助事業の主たる実施場所を置く中

小企業者(「みなし大企業」を除く) 



  ※自動車関連企業以外の事業者であっても申請可能です 

・公募期間 

  令和 6 年 4月 8日から令和 6年 5 月 17日まで 

・申請及び問合せ先 

  〒514-8570 

   三重県津市広明町 13番地 

   三重県雇用経済部新産業振興課 成長産業・ライフイノベーション班 

   (担当)服部、岡本 

   電話 059-224-3113 

   メール shinsang@pref.mie.lg.jp 

 

詳細等につきましては、下記 URLをご覧ください 

 https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300412.htm 

 

 

2.三重県工業用ＬＰガス料金高騰対策支援金の募集が始まります 

 

三重県では、エネルギー価格の高騰が続き、その影響を受けている事業者に対する支援が求められる

なか、国による 

エネルギー価格激変緩和対策事業の対象外であった「工業用ＬＰガス」を利用する中小企業等の負担

軽減を図る支援事業を開始します。支援対象の皆様におかれましては、お早めの申請手続き、積極的

なご相談をお願いいたします。 

 

・概要 

  エネルギー価格高騰の影響を受ける三重県内の中小企業者等に対して、工業用ＬＰガスの使用

量に応じた額を支援します 

・支援対象者 

  三重県内に本社または事業所等を有し、工業用ＬＰガスを契約し、三重県内で利用する中小企業

者等とします。(販売のみを行っている事業者は対象外) 

・支援対象期間・支援額 

  対象は、令和 5 年 4 月から令和 6 年 3 月までの期間に納品されたガスの購入量とします。毎月

検針を行っている場合は、令和 5年 5月から令和 6年 4月までに検針される購入量を対象とします。 

・申請期間・方法 

  令和 6 年 4月 10 日から令和 6年 6 月 28日(消印有効)まで 

・申請及び問合せ先 

  〒514-0004  

   津市栄町１丁目 891 番地 三重県合同ビル 6階 

   三重県中小企業団体中央会 

   三重県工業用ＬＰガス料金高騰対策支援金 事務局 宛 

   電話 059-228-5195 

 



詳細等につきましては、下記 URLをご覧ください 

 https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300407.htm 

 

 

3.国・県等の補助金のご紹介について 

 

松阪市産業支援センターでは、経済産業省や県等の補助金事業の一部をご紹介するページを開設し

ていますので、皆さんのご活用をお待ちしております。 

 

・国・県等の補助金のご紹介ページ 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

 

 

メールが不必要な方は下記にご連絡をいただきますようお願いいたします。 
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